

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

　　　　　自然幼稚園　　　　　行動計画


職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。


１．計画期間　　　令和８年３月１日　～　令和１０年３月１日までの２年間


２．内容　　　　　　
目標１　全職員の時間外・休日労働時間の平均を各月３０時間未満とする。



＜対策＞
· 令和８年３月～　各学年の担任の先生における休業者の業務カバー体制の検討
　　　　　　　　　　（複数担任の検討、フリー職員の先生で代替を検討する。）

3. 内容　　　　　　
目標２　多様な働き方を検討する。


＜対策＞
· 令和８年３月～　本業務に支障のない範囲で、在宅・ダブルワークを可とする。
· 短時間勤務の申し出により、規定の範囲で請求することができる。


